
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「変更原案」は以下の場所で閲覧することができます。 

※申し込み不要、各場所の開庁日、開庁時間に準拠します 

国土交通省 

中国地方整備局 情報公開室 

倉吉河川国道事務所 

天神川出張所 

羽合国道維持出張所 

鳥取県 
鳥取県庁 

鳥取県中部総合事務所 

倉吉市 

倉吉市役所 本庁舎 

倉吉市役所 第２庁舎 

倉吉市役所 関金庁舎 

三朝町 三朝町役場 

湯梨浜町 

湯梨浜町役場 

湯梨浜町役場 東郷支所 

湯梨浜町役場 泊支所 

北栄町 北栄町役場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省中国地方整備局では、戦後最大洪水で

ある昭和 34 年伊勢湾台風洪水に対して気候変動に

よる降雨量の増加等を考慮し、「天神川水系河川整備

計画【大臣管理区間】（変更）（原案）（以下、「変更原案」

とする）」を作成しました。 

地域の皆様に「変更原案」の内容を読んでいただく

ため、令和 5 年１１月２７日（月）～１２月２６日（火）ま

で、国土交通省倉吉河川国道事務所、倉吉市役所、三

朝町役場、鳥取県庁等で閲覧が可能で、倉吉河川国

道事務所のウェブサイト（裏面に記載のアドレス、二次

元バーコードを参照）にも掲載しています。 

「変更原案」に対するご意見は、ご意見募集ハガキ、

電子メール、FAX で提出可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見募集ハガキ 
 ご意見の記入は裏面です、切り取ってお使いください  

「変更原案」の閲覧場所 

天神川水系河川整備計画【大臣管理区間】(変更)(原案)へのご意見の提出について 

【ご意見募集期間】 
 令和 5年１２月２６日（火） 
 

河川整備計画とは、おおむね 30 年で段階的に実施する河川整備の目標、 

河川工事、維持管理等の内容を定める河川法に基づく計画です。 

将来の天神川のかわづくりに 
あなたの声を届けよう！ 
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天神川水系 
河川整備計画 
Tenjin River 
-Improvement Project 

郵便はがき 

― 6 8 2 7 8 9 0 

差出有効期間 

令和 5年 12月 31日 

まで（切手不要） 

料金受取人払郵便 

943 

倉吉局 

承 認 



 

 

ご意見募集ハガキ 
  下のハガキにご意見をご記入ください   

切り取ってお使いください 

「変更原案」の掲載場所及びご意見の提出方法 

天神川水系河川整備計画【大臣管理区間】(変更)(原案)の内容 

天神川流域の災害 

基本理念 

今回の変更の目的 
天神川における昭和 34 年伊勢湾台風洪水を踏まえ、また全国的には令和元年東日本台風など、気候変動の影響に

より近年頻発化・激甚化する降雨状況を鑑み、天神川水系における今後の治水対策の方向性を示す、天神川水系河川整

備計画【大臣管理区間】を変更します。 

心のふるさととして親しまれる安心・安全な川づくりを目指すとともに、 

人と自然にやさしく美しい天神川水系を次世代に継承する 

いつまでも安心・安全を 

確保できる川づくり 

美しい水辺を取り戻し 

人と自然にやさしい川づくり 

人が集い地域に活力を 

創造する川づくり 

▶「変更原案」の掲載場所 

▶ご意見の提出は、左のハガキ、電子メール又は FAX 

 でお願いします。 

▶ご意見を提出される場合は、以下の①～⑤の 
 必要事項をご記入ください。 

  

     kurayosi@cgr.mlit.go.jp 

0858-26-8200 

倉吉河川国道事務所 河川管理課 宛て 

電子メール 

FAX 

件名：天神川水系河川整備計画（変更）について 

①氏名 （企業・団体の場合は、企業・団体名、担当部署及び担当者名） 

②年齢 （企業・団体の場合は不要） 

③性別 （企業・団体の場合は不要） 

④住所 （番地は不要） 

⑤意見 該当箇所（「変更原案」の頁・行）及び意見内容 

注意 
事項 

※ご記入いただいたご意見は天神川水系河川整備計画（変更）策定のために 

活用させていただきます。 

※なお個人情報は事務所で適切に管理し、情報漏洩、紛失の防止に努めます。 

 
国土交通省中国地方整備局 倉吉河川国道事務所 

河川管理課 天神川河川整備計画担当 

〒682-0018 鳥取県倉吉市福庭町 1 丁目 18 番 

TEL 0858-26-6237  FAX 0858-26-8200 

 

お問い合わせ先 

天神川水系河川整備計画【大臣管理区間】(変更)(原案)全般に対する 
ご意見があればご記入ください。 

（ふりがな） 

（男・女） 

歳 

年
齢 氏名 

お住まい 
鳥取県 

市・郡 区・町 

※番地は 

不要です 

倉吉市関金地区の堤防決壊 
（S34 年伊勢湾台風洪水） 

大塚橋の流失 
（S34 年伊勢湾台風洪水） 

昭和 34 年伊勢湾台風洪水は、天神川においては

戦後最大の洪水であり、家屋の浸水被害や内水被害

が発生しました。 

倉吉大橋付近 上小鴨水辺の楽校 サイクリングロード 雪の山並みとコハクチョウ 河川敷の菜の花 

http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/tkasen/plan.htm 

 

倉吉河川国道事務所ウェブサイト内 

河川整備計画（変更）（原案）意見募集ページ 

http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/tkasen/plan.htm

